
 

区立学校の適正配置に関する提言（中間提言） 

 

 平成28年６月10日付け28練教教教第10095号により、諮問のあった「区立学校

の適正配置について」、平成28年６月10日から練馬区立学校の適正規模・適正配

置検討委員会を開催し、これまで区立学校の適正規模、過大規模校ならびに過

小規模校の現状および今後の対応について、３回にわたり審議を重ねてきたと

ころです。 

 この審議の中で、一部の過大規模校および過小規模校については、とり急ぎ

の対応が必要との結論を得ましたので、ここに提言します。 
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資料３－3 



１ 審議スケジュール 

開催日 主な議題 

第１回 

平成28年６月10日 

○練馬区政の方向性 

○練馬区におけるこれまでの適正配置に関する取組 

○練馬区における適正配置等に関する課題の確認 

第２回 

平成28年６月17日 

○適正規模のあり方の検討 

○過大規模校の対応の検討 

第３回 

平成28年７月１日 

○過大規模校の対応の検討 

○過小規模校の対応の検討 

 

２ 過大規模校の対応について 

  中村小学校の平成28年５月１日現在の学級数は26学級で、練馬区教育委員

会で定める区立小学校の適正規模の許容範囲としている24学級を超え、過大

規模校に当たります。 

  また、東京都教育庁が作成した平成27年度の東京都教育人口等推計では、

平成32年度には33学級になることが見込まれ、教室数の不足により教育活動

に支障をきたすことが見込まれます。 

  そのため、中村小学校については、速やかに通学区域の変更等の対策を講

じる必要があります。 

 

３ 過小規模校の対応について 

 ⑴ 光が丘第四中学校 

  光が丘第四中学校の平成28年５月１日現在の学級数は４学級（１・２年生

は単学級、３年生は２学級）で、練馬区教育委員会で定める区立中学校の適

正規模の11学級を下回り、過小規模校に当たります。 

  また、東京都教育庁が作成した平成27年度の東京都教育人口等推計では、

平成32年度も同様に４学級になることが見込まれます。区立中学校は学校選

択制度を導入していることもあり、翌年度以降の入学者数が著しく減少する

ことが考えられ、学校運営上の課題が深刻化することが見込まれます。 

  そのため、光が丘第四中学校については、生徒にとってより良い教育環境

を実現するための今後の具体的な方策について速やかに検討していく必要が

あります。 

  



 ⑵ 旭丘小学校 

  旭丘小学校の平成28年５月１日現在の学級数は６学級（全学年は単学級）

で、練馬区教育委員会で定める区立小学校の適正規模の12学級を下回り、過

小規模校に当たります。 

  また、東京都教育庁が作成した平成27年度の東京都教育人口等推計では、

平成32年度も同様に６学級になることが見込まれます。旭丘小学校は平成20

年度から単学級が続き、平成26年度から旭丘・小竹の両地区で「教育環境を

考える会」を設置し、保護者、学校関係者、町会・自治会の代表者の方々と、

教育上の課題を共有することにより、児童にとってより良い教育環境を実現

するための今後の方策について検討しています。 

  そのため、旭丘小学校については、速やかにより具体的な対策を講じてい

く必要があります。 

  



 


